
 

支援の名称 徳島県建設業 BCP 認定制度

制度の 

趣旨・背景 

「南海トラフ巨大地震」の発生が切迫する本県では、大規模災害発生時に建設企

業の活躍が大いに期待されるところであり、個々の建設企業が自社の事業の継続や

早期回復を目指すだけでなく、被災後の道路啓開作業をはじめとする復旧活動を迅

速に行うためには、あらかじめ BCP を策定し、体制を整えておくことが重要とな

ります。 

制度の 

内容

○支援策の内容

・建設業に特化した本県独自の「BCP 作成ガイド」の策定

「徳島県建設業ＢＣＰの作成ガイド（2８年度版）」 

・建設業 BCP 策定のための研修会の開催 

・建設業 BCP 認定制度に関する「相談窓口」の設置 

○実績

・認定企業 10７社（平成 2８年度末）

○その他

・土木一式工事の格付けが「特Ａ級」及び「Ａ級」の県内企業のみが参加する総

合評価落札方式の入札で、認定企業を評価 

対象と 

なる方 

○対象

徳島県内に本社を有する土木一式工事の格付けが「特Ａ級」及び「Ａ級」の建設

企業 

※「四国建設業ＢＣＰ等審査会」の認定企業については，その有効期間内において，本県建

設業ＢＣＰの認定企業とみなします。（経常ＪＶとして認定を受けている企業を除きます。） 

問い合わせ 

先など 

○所管

徳島県 県土整備部 建設管理課 

TEL：088-621-2523 

○関連 URL

・平成２８年度 徳島県建設業 BCP 認定企業について： 

http://www.pref.tokushima.jp/docs/2017021700107/ 

地元に貢献できる建設業を続けていきたい 
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